
認定個人情報保護団体 認定個人情報保護団体認定個人情報保護団体

個人情報取扱事業者 個人情報取扱事業者個人情報取扱事業者

主務大臣

国民生活審議会内閣総理大臣
（統括的役割）

個人情報の保護に関する基本方針（閣議決定）

有識者の意見

の反映

案の作成・付議

連携・協力

報告徴収、助言、
勧告、命令等 勧告、命令等

報告徴収、助言、

（所管が不明確

主務大臣の指定

な場合）

総合的・一体的な施策の推進

内 閣 府

（事業所管等大臣） （事業所管等大臣）（事業所管等大臣）

主務大臣 主務大臣主務大臣

個人情報保護法に係る政府の実施体制について

連携・協力

国民生活
センター

連携・協力

地方公共団体

（消費生活
センター等）

連携・協力

（第７条第3項）

（第36条ただし書）

（第７条）

（第36条第3項）

（第32条～第34条）
（第46条～第48条）

（第36条第3項）

（第32条～第34条）
（第46条～第48条）


